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資料２－１

政策評価制度に関する見直しのスケジュール 

 
平成 17 年４月 28 日   

 

 

４月 28 日   政策評価分科会 

      ・ 政策評価と予算との連携強化について（財務省） 

      ・ 政策評価制度に関する見直しの方向性① 

      ・ 16 年度における政策評価の取組状況 

 

５月中下旬  政策評価分科会 

      ・ 政策評価の活用状況等（財務省、総務省） 

      ・ 政策評価制度に関する見直しの方向性② 

 

６月 10 日   「平成 16 年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策 

への反映状況に関する報告」 

 

 

６月     「政策評価制度に関する見直しの方向性」を確定、公表 

 

※ 3 月 10 日の経済財政諮問会議有識者議員提出資料において、「政策評価法に基づく 

政策評価が実効性をもつこと」等について、改革の方向と工程を明確にして、「基本方 

針 2005」で提示すべきとされている。 

































16 年 10 月５日経済財政諮問会議有識者議員指摘事項 
 

○ 各府省の評価を分かりやすく、横断的に比較検証できるよう、様式を 
簡便で統一的なスタイルにする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１ 

 

○ 達成目標の定量化を徹底するとともに、どのデータ（ものさし） 
で評価を行うかも予め明示させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ３ 

 

○ 科学技術関係予算の優先順位付け（ＳＡＢＣ等）のように、優先度 
を明らかにする仕組みを採用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ５ 

 
○ 各府省の評価結果に対し、第三者評価を実施し、その結果を公表する・ Ｐ７ 
 

参考 

１ 「政策評価制度に関する見直しの論点整理」（16 年 12 月）と 

今回の報告の関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ９ 
 
２ 政策評価結果の 17 年度予算要求等への反映状況・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ10 
 
３ 政策評価の活用状況（16 年 12 月、財務省主計局）の事例・・・・・・・・・・・  Ｐ11 
 
４  17 年度機構・定員審査に当たっての政策評価結果活用状況 

（16 年 12 月、総務省行政管理局）の事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・   Ｐ12 
 
５ 政策評価に関する情報のホームページにおける公表について・・・・・・・・・   Ｐ13 



各府省の評価を分かりやすく、横断的に比較検証できるよう、様式を簡便で統一的なスタイルにする
経済財政諮問会議有識者議員指摘事項

○ 各府省は、事業評価方式、実績評価方式、総合評価方式の3つの方式を組み合わせて評価を実施。個別公共事業については事業評価方式

を用い、一覧性のある様式により整理。
○ 各府省において広く用いられている実績評価方式について様式の標準化を検討。

現 状 対 応 方 策

【評価書】

○ 評価の観点（必要性、効率性、有効性等）や実施時期など法定記載
事項が必ずしも明確に記載されていない府省もある。

○ 相当数の府省では、 図表・グラフを用いるなど評価書を分かりやす
くする一定の工夫はされているが、さらに用語の説明などの工夫が必
要としている府省もある。

【要旨】

○ 要旨の作成状況は、以下の３パターン。
① 評価書１件ごとに作成。
② 複数の評価書の一覧表として作成。
③ 評価書全般の概要として作成。

○ 要旨の記載事項は法定されておらず、各府省で異なる。

● 評価書については、法定記載事項が明確に記載されたも
のとなるよう標準的な様式を提示。
その際、法定記載事項ごとに具体的にどのような内容を記
載すべきかも明示。
これを基に、各府省は、学識経験者の意見等も踏まえ、政
策特性や任意に記載する事項に応じた様式を規定。

● 用語の説明や注釈などにより分かりやすいものとすること、
外部からの検証が可能となるよう評価に関する情報や関連資
料の所在をできる限り盛り込むことを、効率性にも留意しつつ
徹底。

● 要旨は、基本的に評価書ごとの概要が分かるように作成す
ることを徹底。

● 要旨への必要的記載事項については、評価書の記載事項
に沿って評価として備えるべき要素を横断的に検証できるよう
できる限り標準化。

● 要旨においては、評価書の該当部分等を参照できるように
所在情報を明記。

（参考）
○ 総務省では、各府省の評価を横断的に検証するため、その審査に当
たり、一定の備えるべき要素について点検、整理して公表。
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対応方策のイメージ

記載事項

２

７

６

５

４

３

１

▲評価の過程で使用した資料その他情報

▲学識経験を有する者の知見の活用

▲政策効果の把握の手法及びその結果

▲評価の観点

○

▲

評価担当部局又は機関

実施時期

○評価対象政策

○評価結果

記載状況

〔評価書〕

実績評価方式の例

法定記載事項の記載
が不明確な府省あり

評価の基になった
データや関連情報の
掲載が不十分

（注） ○は記載が明確な状況。▲は記載が不明確な状況を表す。

複数の評価書
の一覧表とし
て作成

評価書１件

ごとに作成

評価書全般
の概要として
作成

・・・・・・・・政策の
目的

政策名

１ 政策名
２ 目標
・ ・・・・・・・

・ ・・・・・・・

評価書（要旨）

平成15年度事後評価結果
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１ 事後評価の概要について
平成15年度事後評価は、

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔要旨〕

A

Ｂ

Ｃ

現

状

各府省により
記載事項は
異なる

対

応

方

策

図表・グラフ化など
一定の工夫はあるが用語説
明など一層の工夫が必要

３

２

７

６

５

４

１

情報・データ など評価の過程で使用し
た資料その他情報

意見の内容、評価結果への具体的な反映内容学識経験を有する者
の知見の活用

達成目標（目標値、目標期間）、測定指標、測定結果 など政策効果の把握の
手法及びその結果

必要性：政策効果からみて、対象とする政策に係る行政目的が国民や社会の
ニーズ又はより上位の行政目的に照らして妥当性を有しているか、行
政関与の在り方からみて当該政策を行政が担う必要があるか

効率性：政策効果と当該政策に基づく活動の費用等との関係を明らかにする

有効性：得ようとする政策効果と当該政策に基づく活動により実際に得られて
いる政策効果との関係を明らかにする

などの観点を政策の特性に応じて選択、具体化

評価の観点

○○局△△課 など
実施時期：○年○月～○月 など

評価担当部局又は
機関、実施時期

政策の目的、具体的内容、実現手段、政策のコスト など評価対象政策

評価の結論、反映の方向性 など評価結果

具体的記載内容のイメージ記載事項

法定記載事項ごとに
具体的な記載内容を明示

用語の説明や注釈などで

一層分かりやすく

評価に関する情報や
関連資料の所在を掲載

① 基本的に評価書ごとの概要が分かるよう
に作成

② 評価書の必要的記載事項に沿ってできる

限り標準化

③ 評価書の該当部分等の所在情報を明記

※標準的な様式を提示し、これを基に各府省が政策特性に応じた様式を規定

各府省の評価を分かりやすく、横断的に比較検証できるよう、様式を簡便で統一的なスタイルにする
経済財政諮問会議有識者議員指摘事項
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達成目標の定量化を徹底するとともに、どのデータ（ものさし）で評価を行うかも予め明示させる
経済財政諮問会議有識者議員指摘事項

○ 達成目標の中には、定量化が困難なものもあるが、できる限り定量化等による明示に取り組むことが重要。

○ 目標の設定に当たっては、より適切な指標を選択するよう取り組むことが重要。

現 状 対 応 方 策

【達成目標の定量化】
○ 実績評価方式における達成目標が定量化等により明示されて
いる政策の割合は、政府全体で増加
（14年度：約34％→16年度：約55％）。

・達成目標の定量化の割合が100％の府省

農林水産省、国土交通省

・達成目標の定量化の割合が特に増加している府省

文部科学省（14年度：約 52％→ 16年度：約90％）

環境省（14年度：約33％ → 16年度：約66％）

○ 一方で、政策の特性から達成目標の定量化による明示が困難
なものもある。

● 達成目標の定量化等による具体的な明示について、諸外
国の事例の調査研究の成果や各府省の取組を参考にしつつ、
できる限り取り組むよう徹底。
目標の設定に当たっては、より適切な指標を選択するよう取
組を徹底。
定量化が困難な場合でも、達成目標の具体的な明示により
評価の実効性を確保。

● 政策の特性から達成目標の具体的な明示になじまないもの
については、評価が必要な要素等を勘案して、より適切な評価
方式の適用等を検討。
その際、評価対象の適切な設定を検討するとともに、審議会
の答申や白書等による分析結果を評価に積極的に活用するこ
とも検討。

【指標等を予め明示する取組】
○ 目標や評価に用いるデータ、指標を予め明示していないものも
みられる。
また、明示していても、それを用いる根拠が明らかでないものが
ある。

● 目標や評価に用いるデータ、指標をできる限り予め明示する
こと、それを用いる考え方を明示することを徹底。

（参考）
○ 骨太方針等に基づく「モデル事業」や「政策群」については、
定量的な政策目標を提示して事後評価や事後検証を行うこと
とされている。また、各府省は、重点課題における全ての事業
予算について成果目標を提示し、厳格な事後評価を行うことと
されている。
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対応方策のイメージ

達成目標が定量化等により

明示されている政策の割合

0 10 20 30 40 50 60

３４％

５０％

５５％

１４年度

１５年度

１６年度

達成目標の定量化

一層の推進

目標や評価に用いるデータ、指標を予
め明示しているもの。

明示している例：

＜農林水産省の例＞

「基本計画に基づく16年度政策評価シート」で

・「米麦等の生産対策」の政策分野のうち、

「米の生産コスト」の現状値（138,050円/10ａ）

と目標値（２割程度削減）を提示

＜国土交通省の例＞

「基本計画」で

・誘導居住水準達成率の現況値46.5%と目
標値53％を業績指標として提示

○ 諸外国の事例の調査研究、
各府省の同種の取組の共有
によりさらに取り組むよう徹底

データ、指標を用いる考え方を明示し
ているもの。

明示している例：

＜総務省の例＞

「16年度において実績評価方式により評価し
ようとする総務省の政策等について」で次のよ

うに提示

・指標：行政手続条例の策定状況

（目標値：17年度100％）
・理由：行政手続条例の制定の有無は、行政

運営における公正の確保等の取組み

の状況を示すもの

＜国土交通省の例＞

政策チェックアップにおける「指標・目標値の考

え方」で

・誘導居住水準達成率（目標値：17年度53％）
について、「住宅ストックの質の向上を図る上

での指針」であると指標の解説を提示

○ 目標や評価に用いるデータ、
指標をできる限り予め明示する
こと、それを用いる考え方を明示
することを徹底

○ 目標の設定に当たっては、よ
り適切な指標を選択するよう取
組を徹底

達成目標の定量化を徹底するとともに、どのデータ（ものさし）で評価を行うかも予め明示させる
経済財政諮問会議有識者議員指摘事項
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科学技術関係予算の優先順位付け（ＳＡＢＣ等）のように、優先度を明らかにする仕組みを採用する
経済財政諮問会議有識者議員指摘事項

○ 政策のマネジメント・サイクルの中で、政策評価結果を次の政策決定に十分に活かしていくことが重要。
○ 特に、予算編成過程においては、各府省が政策評価を実施し、評価結果を予算要求に反映。その反映状況の説明責任を徹底し、公表。
科学技術に関しては、総合科学技術会議が中心となって、評価結果やその反映状況等を含めた各府省の考えを聴取して優先順位付
け（ＳAＢＣ）を実施。

現 状 対 応 方 策

○ 評価結果に基づき、政策への反映の方向性を記載している府
省はあるものの、その内容は必ずしも分かりやすく明確に評価書
に掲載されていない。

● 政策のマネジメント・サイクルの中で、評価結果に基づい
た政策への反映の方向性を、分かりやすく明確に評価書に
掲載するなど、説明責任を徹底。

● 各府省においては、
・ 社会経済情勢の変化から制度見直しを要する政策、
・ 実現に多額の費用を要する政策
などを適期に評価すること、その結果を予算要求等に反映
することを徹底。

総務省は、これらを始めとする評価結果の予算要求等へ
の反映状況について、説明責任の徹底を推進し、政策の廃
止・縮小などを具体的に公表。経済財政諮問会議等に説明。

○ 総務省では、各府省における「政策評価結果の予算要求等へ
の反映状況」を毎年度取りまとめて公表し、経済財政諮問会議等
に説明。

・概算要求に向けて実施された評価書の件数
（14年度：約500件 → 16年度：約1,500件）

・事前評価結果を踏まえ、政策の改善・見直し等を行った事例
（14年度：２件 → 16年度：13件）
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各府省において

○ 社会経済情勢の変化から制度見直しを
要する政策
○ 実現に多額の費用を要する政策
などを適期に評価すること、その結果を予算
要求等に反映することを徹底

総務省において

これらを始めとする評価結果の予算要求

等への反映状況について説明責任の推進を
徹底し、政策の廃止・縮小など具体的に公表。
経済財政諮問会議等に説明。

評価の結果、政策への反映の方向
性（政策の廃止・縮小を含む）を記
載

（例） 実績評価（総務省）

① 予算について検討

② 制度改正について検討
③ その他（事務改善等）に

ついて検討

政策のマネジメント・サイクルの

中で、評価結果に基づいて政策

への反映の方向性を分かりやす

く、明確に示して評価書に掲載す

るなど説明責任を徹底

各府省

政策評価を実施政策評価を実施
評価結果を

予算要求等に反映

評
価
結
果
を
活
用
し
て
予
算
作
成

対応方策のイメージ

科学技術に関しては総合科学技術会議が中心となって評価結果やその反映状況等を含め
た各府省の考えを聴取して優先順位付け（SABC）を実施

科学技術関係予算の優先順位付け（ＳＡＢＣ等）のように、優先度を明らかにする仕組みを採用する

経済財政諮問会議有識者議員指摘事項
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各府省の評価結果に対し、第三者評価を実施し、その結果を公表する
経済財政諮問会議有識者議員指摘事項

○ 評価の過程において、各府省が第三者の専門的、客観的な知見を活用することが重要。

○ 評価結果に対する外部からの検証可能性を確保し、外部からの意見を吸収することが重要。

現 状 対 応 方 策

【各府省における第三者の活用】

○ ほとんどの府省では、学識経験者から成る会議を開催し意見を聴取
（17府省中 14年度：11→16年度：13）。
ただし、会議の役割については、会議を開催しているすべての府省
において、基本計画等で一般的に定められているにとどまり、評価作
業のどの段階で、どのように活用するかについては、具体的に定めら
れておらずまちまち。

○ 一部の府省では、個別政策ごとの評価に際し、会議とは別に、当該
政策分野に係る専門的知見を有する第三者の意見を聴取。

○ 第三者の意見内容、それらの評価結果への反映状況が十分に説
明・公表されていない府省もある。

【総務省の役割】

○ 総務省は、各府省が実施したすべての政策評価について、評価に
おいて備えるべき水準等の点検を横断的に行い、その結果を公表し
ている。

● 計画の策定など評価活動全般にわたるものについて学
識経験者から成る会議を活用したり、政策の分野に応じて
その専門的知見を有する第三者の意見を個別、具体的に
聴くなど、適切な形で有効に活用するよう促進。

● 第三者の活用の基本的な考え方については、各府省の
基本計画等において具体的に記載することを促進。
また、意見内容や、評価結果への具体的な反映内容を
評価書に明記すること、それをホームぺージ上で公表する
ことを促進。

● 総務省においては、点検対象の重点化とチェック内容の
充実を図る。また、再評価の必要性の指摘など内容面にわ
たる点検を本格化。

● 評価に関する情報の公表を徹底して評価結果に対する
外部からの検証可能性を確保し、外部からの意見を吸収。

【外部からの検証可能性の確保と意見の吸収】

○ 各府省において、評価結果に用いたデータなどを評価書に盛り込
み、ホームページ上で公表。
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対応方策のイメージ

ホームページ

公表

意
見
の
吸
収

外
部
検
証
の
確
保

各
府
省
に
お
け
る
第
三
者
の
活
用

置
き
方

聴
き
方

活
か
し
方

評価に関する情報の公表を徹底して

評価結果に対する外部からの検証可能性を

確保し、外部からの意見を吸収。

活用例

「ユビキタスセンサーネットワーク技
術に関する研究開発」

研究評価委員会の指摘

「安全・安心な社会の実現とした達成目標

に対し、より広い目標を設定すべき」

評価の過程において、
指摘を踏まえ研究開発の達成目標を修正

（総務省）

「既存住宅の省エネルギー性能
向上支援技術に関する研究」

評価委員会の指摘

「住宅所有者の視点を十分に考慮すると
ともに有効な政策支援につながる研究成
果を出すような計画とすべき」

評価の過程において、
指摘を踏まえ研究計画の一部を修正

（国土交通省）

道路・街路事業

〔一般道道：上猿払清浜線、板谷
蕗之台線、夕張厚真線、増毛当
別線〕等

港湾整備事業

〔多目的国際ターミナル整備事業

（佐世保港前畑地区）〕

委員会の審議
「中止は妥当」

評価の過程において、

指摘を踏まえ事業を中止

（国土交通省）
農業農村整備事業

〔農道整備事業（有田川地区、岩光

地区）、畑地帯総合整備事業（上崎

山地区、大浜地区）〕等

事業評価第三者委員会の意見

「中止は妥当」

評価の過程において、

指摘を踏まえ事業を中止

（農林水産省）

ホームページ

反映内容

評価書に明記

意見

計画の策定など評価活動全般にわたるもの
について学識経験者から成る会議を活用した
り、政策の分野に応じて専門的知見を有する
第三者の意見を個別、具体的に聴く

など適切な形で有効に活用するよう促進

ホームページ
総
務
省
の
役
割

すべての評価について

評価において備えるべき

水準等の点検を横断的に

行い、結果を公表

点検対象の重点化と
チェック内容の充実

再評価の必要性の指摘

など内容面を点検

各府省の評価結果に対し、第三者評価を実施し、その結果を公表する
経済財政諮問会議有識者議員指摘事項
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（参考１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学識経験者の知見
の活用 

○学識経験者からなる会議

を評価の各段階で活用す

るよう徹底。また、個別

の政策毎にも活用 

評価の計画的・着実な推進 客観的・厳格な評価の実施 評価結果の政策への反映

○政策体系の明確化 

評価の目的に適した
評価の単位の設定 

○達成目標について数値
化などにより明示する
取組を推進 

達成目標の明示への
取組 

○早期の規制事前評価

義務付けに向け試行

規制導入時等の際の
事前評価の拡充 

○各年度の重点ﾃｰﾏ設定 

政策評価の重点化・
効率化 

○可能なものはできる限

り定量的に把握できる

よう、調査研究を実施

し、ノウハウを共有

政策のコスト・効果
の把握 

○意見・要望受付窓口を

通じて改善 

外部からの検証可
能性の確保 

○重要な政策決定が行
われる際に、幹部職員
が評価結果を活用す
るようにする 

幹部職員等の意識
改革 

○評価書本体は外部から

の検証可能性を確保

し、要旨との役割分担

を明確化 

評価書の簡明さの
確保 

○各府省においても政

策評価への取組を積

極的にアピール 

国民的議論の活性
化 

○予算要求等政策の企
画立案と政策評価の
つながりを分かりや
すく 

評価結果の予算要
求等政策への反映 

法律の目的 

政策の評価に関する情報の公表 

「政策評価制度に関する見直しの論点整理」（16年 12月）と今回の報告の関係 

効果的・効率的な行政の推進

達成目標の定量化

を徹底するととも

に、どのデータ（も

のさし）で評価を行

うかも予め明示さ

せる 

各府省の政策評価

結果に対し、第三者

評価を実施し、その

結果を公表する 

科学技術関係予算

の優先順位付け

（SABC 等）のよう

に、優先度を明らか

にする仕組みを採

用する 

各府省の評価を分

かりやすく、横断的

に比較検証できる

よう様式を簡便で

統一的なスタイル

にする 

経済財政諮問会議

からの指摘事項 

政府の国民への説明責任の徹底 

9



 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                                   

政策評価結果の１７年度予算要求等への反映状況

引き続き実施 

658 件(61.9%)

平成 17 年度予算要求に反映した事後評価（1,063 件）

重点化・廃止・休止
294 件(27.7％) 

その他の改善 

・見直し 

111 件(10.4％) 

改善・見直し 

405 件(38.1%) 

（参考２） 
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政策評価に関する情報のホームページにおける公表について 

クリック：『政策評価の総合窓口』

 政策評価に関する情報の公表は、各府省ホームページへの掲載で行うほか、総務省ホームページの「政策評価の総合窓口」で情報の所在が
わかる案内情報などを見ることが可能 

総務省ホームページ トップページ 政策評価の総合窓口 

 

クリック：『各府省の政策評価に関する情報へのリンク』 

次
ペ
ー
ジ
に
続
く 

（参考５） 

http://www.soumu.go.jp/ http://www.soumu.go.jp/hyouka/seisaku-top.htm 
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http://www.soumu.go.jp/hyouka/joho-link.htm                 http://www.soumu.go.jp/hyouka/joho-link2.htm 

 

 
 

クリック：

『各府省の「評価結果、政策への反映状況」も

ご覧ください』 

各府省の政策評価に関する情報へのリンク

クリック：
 
『政策レビュー(プログラム評価)等の評価書の作成及び「平 
 
成 16年度国土交通省事後評価実施計画」の策定について』 

次
ペ
ー
ジ
に
続
く 
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 各府省ホームページ 評価書等

 

クリック：『個別公共事業の評価書』
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成果主義型予算への取組み 

 
 第一段階 第二段階 完成 

 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

モデル事業 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
          

     

予算書・決算

書の改革 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

  
 

 

年次報告書  
 
 
 
 

       

二
十
年
度
予
算
編
成
に

お
け
る
完
全
実
施

十
九
年
度
予
算

編
成
へ
の
反
映 

（注）１６年度予算に盛り込まれたモデル事業のうち目標期間２年のものを例にとっている

ＰＬＡＮ

予算書・決算書改革 
実務的検証 

二
十
年
度
決
算

二
十
二
年
度
予
算
編
成

へ
の
反
映

ＰＬＡＮ・ＤＯ ＣＨＥＣＫ ＡＣＴＩＯＮ

ＤＯ 

試
行
的
公
表 

本
格
実
施 

政
策
評
価

ＡＣＴＩＯＮ 

CHECK

完成 

政
策
評
価

調
書
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